
 

 

 

  

 

市内事業者がデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）のファーストステップとし

て情報管理（スケジュール管理や顧客管理）及びコミュニケーションの向上が図れる業

務改善ＩＴツールを導入するために要した経費の一部に対し、補助金を交付します。 

ＩＴツールを活用した業務改善をご検討される事業者の方は、ぜひご活用ください。 
 

◆対象事業者等 

・瀬戸市内に事業所を有し、かつ、市内で事業を営んでいる中小企業者であること 

・産業支援センターせとが実施する業務改善ＩＴツール導入支援を受けていること 

・市税を滞納していないこと 

・国、県その他の機関から当該事業に係る他の補助金の交付又は経費の負担を受けて

いないこと 
  

◆補助対象事業（以下の条件をすべて満たす業務改善ＩＴツールを導入する事業） 

・政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に登録されたツール 

であること 

・情報共有及び顧客管理の機能を有したツールであること 

・産業支援センターせとが実施する業務改善ＩＴツール導入支援を受けて導入する 

ツールであること 
  

◆対象経費 

   ・クラウドサービス利用料 

下記補助事業の実施期間に係る費用とします。 

※消費税相当額を除く 
  

◆補助率及び補助上限額 

 ・補助対象経費の１０／１０ 

・補助上限額１０万円 
  

◆補助事業の実施期間 

・交付決定日から令和６年２月２８日までに事業完了 

  するものが補助の対象です。 
  

◆申請期限 

・募集開始日から令和５年１２月２８日まで（必着） 

※ただし、予算の上限に達し次第、申請を締め切ります。 

 

 

 

「業務改善ＩＴツール導入補助金」のご案内 

◆お問い合わせ先 

瀬戸市地域産業振興会議事務局（瀬戸市役所３階 産業政策課 企業支援係内） 

ＴＥＬ 0561-88-2651 ＦＡＸ 0561-82-2931 

ＨＰ http://www.isc-seto.com 

瀬戸市地域産業振興会議の中小企業支援施策 

 

（案） 

【相談無料】産業支援センターせと 

業務改善 ITツール導入支援 


